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はじめに 

このマニュアルは「オンライン資格確認」の利用方法・機器について記載されています。 

機器構成 

 

※医院様の環境によって、オンライン資格確認 PC 用に別途モニタ・キーボード・マウス

の納品を行っている場合もあります。 

 

※オンライン資格確認 PC は診療後に電源を切っていただいても問題ございませんが、特

に問題がなければ電源をつけっぱなしの運用を推奨しております。 

（P.39に詳細を記載しております。） 

 

※オンライン資格確認 PC の電源が付いていない場合、顔認証端末にエラーが表示されます。 

エラーが発生した場合は、まずはオンライン資格確認用ＰＣの電源がついているかご

確認ください。 

※顔認証端末の画面表示が真っ暗・準備中と表示される等 

不具合がある場合は、オンライン資格確認 PC の再起動で改善するケースがございます。 

一度再起動のお試しをお願いいたします。  
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オンライン資格確認とは？ 

オンライン資格確認には大きく２つの機能があります。 

●顔認証端末を用いた保険資格確認： 

マイナンバーカードを顔認証端末にセットし、保険資格情報を確認します。 

お薬情報や特定健診情報の取得も可能です。 

●保険資格情報を用いた有効情報確認： 

患者原簿に登録した保険資格が現在使用できるか 

リアルタイムでの確認が可能です。 

※生活保護のみ「医療券/調剤券、処方箋でも資格確認が可能」です。 

医療券を原簿に登録して「保険証で資格確認」をすれば交付番号を取り込めます。 

（交付番号の取り込みは2024年3月のバージョンアップ後になります） 

薬剤情報等の閲覧は、マイナンバーカードでの資格確認時に同意が必要です。 

 

保険資格情報を用いた有効情報確認に関して 

院内患者に患者様を追加した時に、自動で保険資格が有効かどうかを確認します。 

※ 確認には数秒お時間がかかります。資格確認を手動に設定を変更したい場合は弊社に

ご連絡ください。 

※ カルテ番号 0 は動作しません。 

 

オンライン資格確認列 

院内患者のオンライン資格確認列は、患者原簿に登録された保険資格情報をオンライ

ン資格確認した結果が表示されます。 

 

照会中 
 

原簿に登録している資格情報を照会中です。 

単件照会を途中でキャンセルしても、この状態になります。 

有効  

原簿に登録している資格が有効です。 



5 
 

有効（未登録）     

・委託先ではない（有効な医療券・調剤券情報は存在するが、委託先医療機関コードが一致しない） 

・無効（委託されていたが、有効期間が過ぎている（当月有効な医療券・調剤券情報がない） 

・その公費負担者番号、受給者番号では、まだ医療券・調剤券情報が登録されていない など 

当該患者様ご所属の福祉事務所に確認する、 

または、月末に「生保資格情報一覧」から資格確認してください。 

無効  

退職等で資格が変わり、原簿に登録している保険資格が無効です。 

オンライン資格確認システム上でも、次の保険資格情報が確認できない場合「無効」の表示

になります。 

新しい資格確認書が無いか確認してください。資格確認書が無い場合は 10 割請求を行ってく

ださい。 

無効（新しい資格 

あり） 

 

転職等で資格が変わり、原簿に登録している資格が無効ですが、新しい資格確認書を持って

いることがオンライン資格確認システム上でわかる場合「無効（新しい資格あり）」の表示に

なります。 

新しい資格確認書を確認してください。 

該当なし  

該当するデータがオンライン資格システム内に登録がない場合に表示されます。 

原簿の情報に登録ミスがないか確認し、登録ミスがない場合は保険者に確認してください。

一例）原簿に登録した資格情報が間違っている 

オンライン資格システムに、保険者からデータが提供されていない 

オンライン資格システムに、データが登録されていない 

エラー 
 

何らかの理由により、資格確認にエラーが発生しています。 

一例）生年月日など、照会に必要な情報が原簿に登録されていない

一時的な通信障害 

手動で単件照会を実施し、エラーが改善するかご確認ください。 

追加した患者さんすべてがエラーになる場合は、オンライン資格確認用 PC との 

通信に問題が発生している可能性があります。 

 

このマニュアルの画像はキヤノンマーケティングジャパン

株式会社のものを使用しております。 
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新患登録（マイナンバーカードあり） 

 

患者様の操作 

① 顔認証付きカードリーダーにマイナンバーをセットします。（マイナンバーカー
ドのケースは外してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像は Canon 製顔認証カード 

リーダーを使用しています 

 

 

 

② 「本人確認方法を選んでください」の画面で、任意の確認方法を選択します。 

 

 

中止する 

カードリーダーでの認証を行わず終了します。 

暗証番号で 

マイナンバーカードの暗証番号を入力して

ください。 

顔で 

リーダーに顔を映して認証を行ってください。 

① 
カバーから 
取り出し、 

② 
この向きで
入れます。 

×  中止する 

   暗証番号で 

確認する方法を 

選んでください 

顔で 
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③ 「過去の医療情報等の提供に同意しますか」の画面で同意の方法を選択しま
す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

④ 「個別に同意する」を選択すると「過去の手術情報を当機関に提供することに
同意しますか。」との画面が表示されます。 
同意の有無を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

個別に同意する 

 

すべて同意する 

個別に同意する 

手術情報、手術以外の診療・お薬情報、特定健

診等情報について、それぞれに同意画面が表示

されます。 

全てに同意する 

手術情報、手術以外の診療・お薬情報、特定健

診等情報をまとめて同意し、⑦の画面に進みま

す。 

同意しない 

同意する 
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⑤ 続いて「過去の手術以外の診療・お薬情報を当機関に提供することに同意しま
すか。」の画面が表示されますので、同意の有無を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 「過去の特定健診等情報を当機関に提供することに同意しますか。」の画面が
表示されますので、同意の有無を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
マイナンバーカードから取得したお薬情報・特定検診情報は、カルテの各ボタ
ンから閲覧可能です。（※歯科医師のオペレーターでログインした場合のみ） 

薬剤情報 特定健診 

同意しない 

同意する 

同意しない 

同意する 
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⑦ 「カードを取り出して待合室でお待ちください」の画面が出たら、マイナンバーカード
をリーダーから取り出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

⑧ マイナンバーの保険証登録が済んでいない場合は登録の確認画面が表示されます。この
画面は、薬剤・特定健診情報閲覧の同意確認画面のあと、保険証利用未登録 の場合のみ
遷移します。 

利用にあたって必要な処理になります。「登録する」を選択してください。 

 

 

 

  

登録せずに終了 

登録する 
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⑦ マイナポータルの利用規約になります。「同意して次へ進む」を選択してください。登録完
了画面が表示されたら「次へ」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 「登録を受け付けました」と表示されたら完了となります。 
③の同意画面に戻りますので過去の情報について同意を行っていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

終了する 

同意して次へ進む 次へ 

個別に同意する 

 

すべて同意する 
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医院様の操作 
国保／社保の場合 

① 院内患者画面で「新患登録」のボタンをクリックしてください。 

 

② 患者原簿画面で「マイナで資格確認」のボタンをクリックしてください。 

 

③ オンライン資格確認のダイアログが出ますので、該当患者をクリックしてくださ

い。 

 

※読み取った患者様が表示されない場合、ウィンドウが小さくなっている可能性
がございます。P.40 をご覧ください。 

 

 

 

①クリック 

 

 

 

 

 

②クリック 

顔認証カードリーダーで読み取りを 
行った人数分、表示されます。 
該当の患者様をクリックして選択して
下さい。 

患者が見つからない場合は 
「全表示」をクリックする 
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患者終了 
印刷 

④ 右側にマイナンバーから読み取った保険資格情報が表示されます。 

「更新する」をクリックしてください。 

⑤ 原簿に情報が取り込まれたことを確認してください。電話番号等マイナンバーカ

ードから取り込みできないものは手入力してください。 

また、指定難病などの公費や、乳幼児・ひとり親などの市町村助成の公費は 

取り込みが出来ません。公費の受給者証を確認して原簿に入力してください。 

⑥ その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリック 
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生活保護（医療扶助）のみ 
※「顔認証カードリーダーの操作」については、国保・社保の場合と同じです。 

 

① 院内患者画面で「新患登録」のボタンをクリックしてください。 

 

② 患者原簿画面で「マイナで資格確認」のボタンをクリックしてください。 

 

③ オンライン資格確認のダイアログが出ますので、該当患者をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①クリック 

②クリック 

生活保護のみ、 
保険者番号は空 
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④ 右側にマイナンバーから読み取った生活保護（医療扶助）情報が表示されます。 

「公費1」に表示させてから、「更新する」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①取り込む 
データを選択 

③「公費2」は 
（取り込まない）を選択します。 

④[更新する]で 
取り込む 

②「公費1」に 
生活保護を取り込みます 

※ 来院当日に生活保護の資格情報を確認出来なかった場合でも、 
月末に「生保資格情報一覧（P83）」から情報取得出来る場合があります 
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⑤ 原簿に情報が取り込まれたことを確認してください。 

取り込まれた「生活保護（医療扶助）情報」欄の「公費負担者番号」をクリックして 

選択してください（背景がオレンジの状態にしてください） 
※交付番号についても、オンライン資格確認システム上に情報があれば反映されます。 

不明な場合は福祉事務所までご確認ください。 
（レセプトは「公費負担者番号」「公費受給者番号」だけでも作成されますが、 
請求上問題がないかどうかは、支払基金までご相談ください。） 

 

⑥ 「オン資取込情報」をクリックします。 

表示された情報の中から「本人支払額（自己負担額）」を確認します。 

※「0」以外の内容が表示されている場合は、手順⑦での登録が必要になります 

※「オン資取込情報」は、「マイナで資格確認」で情報を取得している場合のみ、 

後日でも確認することが可能です。 

⑦ オン資取込情報を「キャンセル」で閉じます。 

「本人支払額（自己負担額）」を設定する場合は、 

取り込んだ公費欄の「詳細情報」欄に手動で登録します。 

⑧ 電話番号等マイナンバーカードから取り込みできないものは手入力してください。 

その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。 

  

②クリック 

③（本人支払額を設定する場合） 

「詳細情報」 

＞月上限額設定 

＞右側のグレー部分をクリック 

 

①公費タブ内を
クリックする 
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社保と生活保護の両方がある場合 

※「顔認証カードリーダーの操作」については、国保・社保の場合と同じです。 

 

① 院内患者画面で「新患登録」のボタンをクリックしてください。 

  

② 患者原簿画面で「マイナで資格確認」のボタンをクリックしてください。 

 

③ オンライン資格確認のダイアログが出ますので、該当患者をクリックしてください。 

 

  

①クリック 

②クリック 

社保の番号が表示されます 
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④ 右側にマイナンバーから読み取った保険資格情報が表示されます。 

生活保護の番号を確認するために「公費を確認」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 取り込む 
データを選択 

 
②[公費を確認]クリック 
 
※社保と生保を持っている患者さんだけ 

ボタンが「公費を確認」に変わります。 
一回クリックすると「更新する」になります。 
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⑤ 生活保護情報が表示されます。 

「公費1」に表示させてから、「更新する」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

④[更新する]で 
取り込む 

① 社保と生保の情報を 
切り替えて表示 

③「公費2」は 
（取り込まない）を選択します。 

②「公費1」に 
生活保護を取り込みます 

※ 来院当日に生活保護の資格情報を確認出来なかった場合でも、 
月末に「生保資格情報一覧（P83）」から情報取得出来る場合があります 
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⑥ 原簿に情報が取り込まれたことを確認してください。 

取り込まれた「生活保護（医療扶助）情報」欄の「公費負担者番号」をクリックして 

選択してください（背景がオレンジの状態にしてください） 
※交付番号についても、オンライン資格確認システム上に情報があれば反映されます。 

不明な場合は福祉事務所までご確認ください。 
（レセプトは「公費負担者番号」「公費受給者番号」だけでも作成されますが、 
請求上問題がないかどうかは、支払基金までご相談ください。） 

 

⑦ 「オン資取込情報」をクリックします。 

表示された情報の中から「本人支払額（自己負担額）」を確認します。 

※「0」以外の内容が表示されている場合は、手順⑧の登録が必要になります 

※「オン資取込情報」は、マイナで資格確認で情報を取得している場合のみ、 

後日でも確認することが可能です。 

⑧ オン資取込情報を「キャンセル」で閉じます。 

「本人支払額（自己負担額）」を設定する場合は、 

取り込んだ公費欄の「詳細情報」欄に手動で登録します。 

 

⑨ その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。 

  

②クリック 

③（本人支払額を設定する場合） 

「詳細情報」 

＞月上限額設定 

＞右側のグレー部分をクリック 

 

②公費タブ内を
クリックする 
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新患登録（マイナンバーカードなし） 

医院様の操作（国保／社保の場合） 
① 院内患者画面で「新患登録」のボタンをクリックしてください。 

② 患者様の基本情報（氏名（＋カナ氏名）・性別・生年月日・電話番号）、 
資格確認書の情報（保険者番号・被保険者記号・番号） 
公費の情報を入力する（エンターキーで各項目に進みます） 

※ 住所は、オンライン資格確認を通して取得可能なため、 
この時点での入力は不要です 

※ スキャナのある医院様は資格確認書をOCRしていただいても問題ありません。 

③ 原簿の入力が終わったら、 

「保険証で資格確認」のボタンをクリックしてください。 

④ 「資格確認」ボタンをクリックしてください。 

 

 

①クリック

  

  

 

クリック 

 

クリック 
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⑤ 原簿に登録した内容が正しければ、オンライン資格確認の画面の背景は白い状態です。 

背景が緑色の箇所を上書き修正したい場合は「上書き」ボタンをクリックし、 

上書きする箇所にチェックを入れ「更新」をクリックしてください。 

緑色がない場合は「キャンセル」してください。 

 

高齢者など最新の負担割合を確認したい時は、 

患者様の同意を得たうえで 2.同意を押してください 

 

クリック 

右に緑色の箇所がある場合 
「上書き」をクリックし、修正したい箇所の

チェックを入れます。 
「更新する」をクリックすると反映します。 

上書きしたい情報のみ 
チェックをつける 
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⑥ 患者原簿に該当患者が登録されます。 

その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。 

 

 

  

患者終了 印刷 
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医院様の操作（生活保護（医療扶助）のみの場合） 

① 院内患者画面で「新患登録」のボタンをクリックしてください。 

② 患者様の基本情報（氏名（＋カナ氏名）・性別・生年月日・電話番号）、 
資格確認書の情報（保険者番号・被保険者記号・番号） 
公費の情報を入力する（エンターキーで各項目に進みます） 

※ 住所は、オンライン資格確認を通して取得可能なため、 
この時点での入力は不要です 

※ スキャナのある医院様は資格確認書をOCRしていただいても問題ありません。 

③ 原簿の入力が終わったら、 

「保険証で資格確認」のボタンをクリックしてください。 

  

 

 

①クリック

  

  

 

クリック 
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④ 「資格確認のボタン」をクリックしてください。 

※生活保護（医療扶助）は、操作当日にオン資側で有効な情報がある場合、 

「保険証で資格確認」でも新しい医療扶助（生活保護）情報を 

取得できます。その場合、１２～の公費番号が取り込まれて表示されます。 

※「保険証で資格確認」をした場合は、 

医療扶助（生活保護）の負担割合はオン資から取得できません。 

医療券に記載の自己負担額をご確認の上、必要に応じて手動でご登録ください。 

 

 

 

クリック 

 

高齢者など最新の負担割合を確認したい時は、 

患者様の同意を得たうえで 2.同意を押してください 
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⑤ 原簿に登録した内容が正しければ、オンライン資格確認の画面の背景は 

白い状態です。 

右側にマイナンバーから読み取った生活保護（医療扶助）情報が表示されます。 

「公費 1」に表示させてから、「更新する」をクリックしてください。 

「キャンセル」してください。 
※交付番号についても、オンライン資格確認システム上に情報があれば反映されます。 

不明な場合は福祉事務所までご確認ください。 
（レセプトは「公費負担者番号」「公費受給者番号」だけでも作成されますが、 
請求上問題がないかどうかは、支払基金までご相談ください。） 

 

クリック 

「公費2」は 
（取り込まない）を選択します。 

「公費1」に 
生活保護を取り込みます 
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⑥ 患者原簿に該当患者が登録されます。 

その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。 

 

  

患者終了 印刷 

※ 来院当日に生活保護の資格情報を確認出来なかった場合でも、 
月末に「生保資格情報一覧（P83）」から情報取得出来る場合があります 
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医院様の操作（社保と生活保護の両方がある場合） 
① 院内患者画面で「新患登録」のボタンをクリックしてください。 

②  患者様の基本情報（氏名（＋カナ氏名）・性別・生年月日・電話番号）、 

資格確認書の情報（保険者番号・被保険者記号・番号） 

公費の情報を入力する（エンターキーで各項目に進みます） 
※ 住所は、オンライン資格確認を通して取得可能なため、 

この時点での入力は不要です 

※ スキャナのある医院様は資格確認書をOCRしていただいても問題ありません。 

③ 原簿の入力が終わったら、 

「保険証で資格確認」のボタンをクリックしてください。 

  

 

 

①クリック

  

  

 

クリック 
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④ 資格確認のボタンをクリックしてください。 

※生活保護（医療扶助）は、操作当日にオン資側で有効な情報がある場合、 

「保険証で資格確認」でも新しい医療扶助（生活保護）情報を 

取得できます。その場合、１２～の公費番号が取り込まれて表示されます。 

※「保険証で資格確認」をした場合は、 

医療扶助（生活保護）の負担割合はオン資から取得できません。 

医療券に記載の自己負担額をご確認の上、必要に応じて手動でご登録ください 

 

 

 

高齢者など最新の負担割合を確認したい時は、 

患者様の同意を得たうえで 2.同意を押してください 

 

クリック 



29 
 

 

⑤ 原簿に登録した内容が正しければ、オンライン資格確認の画面の背景は白い状態で

す。 

背景が緑色の箇所を上書き修正したい場合は「上書き」ボタンをクリックし、上書

きする箇所にチェックを入れ「更新」をクリックしてください。 

緑色がない場合は「キャンセル」してください。 

⑥ 保険情報の確認が完了したら、「公費を確認」をクリックします 

 

 

 

クリック 

右に緑色の箇所がある場合 
「上書き」をクリックし、修正したい箇所の

チェックを入れます。 
「更新する」をクリックすると反映します。 

上書きしたい情報のみ 
チェックをつける 
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⑦  生活保護情報が表示されます。 

「公費1」に表示させてから、「更新する」をクリックします。 
※交付番号についても、オンライン資格確認システム上に情報があれば反映されます。 

不明な場合は福祉事務所までご確認ください。 
（レセプトは「公費負担者番号」「公費受給者番号」だけでも作成されますが、 
請求上問題がないかどうかは、支払基金までご相談ください。） 

 

  

「公費2」は 
（取り込まない）を選択します。 

「公費1」に 
生活保護を取り込みます 

社保と生保の情報を 
切り替えて表示 

 

クリック 
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⑦ その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。 

 

 

  

患者終了 印刷 

※ 来院当日に生活保護の資格情報を確認出来なかった場合でも、 
月末に「生保資格情報一覧（P83）」から情報取得出来る場合があります 
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毎月の保険資格確認・保険資格変更について 

オンライン資格確認を導入しても本人確認や薬剤情報取得のため、保険資格確認は毎月必ず行って

いただく必要があります。 

院内患者で、今まで通りの保険資格確認操作が必要になります。 
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② 

マイナンバーカードで毎月の保険資格を確認する場合 

 

① 患者様に顔認証付きカードリーダーでマイナンバーカードを読み込んでいただい

たあと、院内患者で、確認を行いたい患者さんを選択し、保険証確認欄を W クリ

ック、 

もしくはＦ４保険証確認ボタンをクリックします。 

 

F4 保険証確認もしくは

ここをダブルクリック 
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② 保険証確認ウィンドウが開くので「マイナで資格確認」ボタンをクリックします。 

顔認証リーダーでの照会内容と 

患者原簿の登録内容に相違がある 

場合、緑色になります 

初診・マイナンバーカードを初めて 
持ってきた方には表示されません。 

クリック 
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左右を見比べて変更がない場合 

→キャンセルし、原簿画面を終了 

保険証の変更があった場合 

→保険証変更（マイナンバーカードあり）の手順③ 
より操作してください。 

③ マイナンバーカードから読み込んだ保険資格情報が表示されます。 

(1) 内容が変わらず、照会番号が未登録となっている場合は 

「特健・薬剤等を取得する」をクリック 

(2) 内容が変わらず、照会番号が付与されている方は 

「キャンセル」をクリック 

※一度資格確認を行うと、照会番号が付与され、レセコンと紐

づけされた状態になります。 

そうすると、「特健・薬剤等を取得する」のボタンは表示されなくなります。 

(3) 保険資格が新しくなっていた場合は「更新」をクリックします 

➡保険資格変更がある場合は次ページ「保険資格変更（マイナンバーカードあ

り）」の手順を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※マイナンバーカードで受診されたことがある
患者様もしくは一度でも保険証で資格確認行っ
た患者様は照会番号が付与されているため、照
会番号に数字が表示されます。 

※照会番号が登録済みの場合は 
「特健・薬剤等を取得する」は
表示されません。 

照会番号 
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保険資格変更（マイナンバーカードあり） 
 

マイナンバーカードを持参された場合の資格確認方法について説明します。 

操作方法は、変更内容によって分岐しますので、該当するページを参照してください。 

（緑枠の項目をクリックすると、対象のページを参照できます） 

  

 

※ 来院当日に、 

生活保護の資格情報を 

確認出来なかった場合でも 

月末に 

「生保資格情報一覧（P107）」

から 

情報取得出来る場合があります 

「キャンセル」で 

進める 

（「公費を確認」が押せるときは必ず押す） 

医院様の操作 

（生活保護のみに変わった／生保単独で更新する場合） 

P40 

or 
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医院様の操作（国保／社保のみ） 
① 「保険証確認」画面で「マイナで資格確認」をクリックすると、 

左側に旧保険資格情報、右側に新保険資格情報が表示されます。 

背景が 緑色 の箇所が以下のいずれかに該当する場合は、 

保険資格の新規登録が必要です。 

⚫ 保険者番号 

⚫ 被保険者記号 
⚫ 被保険者番号 

⚫ 続柄 
⚫ 詳細情報（負担割合） 

 

② 「更新する」をクリックします。 

旧保険資格と相違があ

る場合、背景が緑色に 

なります。 

クリック 

有効期限が空欄の場合がございますが、 

院内患者画面の「オンライン資格確認」欄で 

有効になっていれば問題ございません。 
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③ 保険資格変更の切り替え日を入力する画面が出ますので、 

保険有効開始等（※下記「切替日 ケース別対象日付」参照）を 

入力し完了を押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆保険有効開始◆ 

その保険資格が有効になる開始日のことで

す。 

⑥クリック 

⑤保険有効開始等を入力 

◆切替日 ケース別対象日付（マイナで資格確認ver）◆ 

 

切替日は、資格確認書や公費受給者証に記載の以下のような日付を使用します。 

● 保険者番号が変わった場合 

保険有効開始日（画面内青文字） 

● 記号、番号、負担割合、区分など、保険資格の一部が変更になった場合 

来院月の 1 日 ※過去に遡って適用する場合を除く 

 

● 公費が新しく適用になった／公費受給者証が変わった場合  

医院様で当該公費を初めて確認した月の 1 日 

● 公費の適用が終了した場合 

有効期限の終了日の翌日 
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④ 保険資格変更が行われ、左側の保険と過 1 のタブで保険資格が変更になったこと

がわかります。 

⑤ その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。  

保険者番号の隣に警告の 

マークが出ることがありますが、 

患者終了後に消えます。 

(資格確認で登録直後は、保険者情報が反映されないため 

「保険者番号に一致する保険者名称が登録されていません

～」というエラーがでることがあります。患者終了すると

保険者情報が反映されるので消えます。） 
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医院様の操作 
（生活保護のみに変わった／生保単独で更新する場合） 

 ※「顔認証カードリーダーの操作」については、国保・社保の場合と同じです。 

 
① 「保険資格確認」画面で「マイナで資格確認」をクリックすると、 

左側に旧保険資格情報、右側に新保険資格情報が表示されます。  
※「マイナで資格確認」後、すぐに公費の情報が表示される場合は 

患者様の保険資格が「生活保護のみ」であることを意味します。 
 
現在の公費の登録の有無にかかわらず、公費１に生活保護の番号が表示されます。 
※生活保護になると市町村助成などの公費はなくなります。 

② 「更新する」をクリックします。 

 

  

クリック 

「公費1」に 
生活保護を取り込みます 

次に表示される画面の「切替日」に
該当します 

「公費2」は 
（取り込まない）を選択します。 
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③ 保険資格変更の切り替え日を入力する画面が出ますので、 

「生活保護の資格の開始日」と同日を入力し完了を押してください 

（元々生保単独の場合、こちらの画面は出ません。手順④に進みます） 

 

④ 公費資格変更の切り替え日を入力する画面が出ますので、 

「生活保護の資格の開始日」を入力し完了を押してください 

  

クリック 

◆生活保護の資格開始日◆ 

その生活保護の資格が有効になる日のことです。 

同日から保険資格は喪失していることに 

なりますので、生保開始と同じ日付を指定します。 

①生活保護の資格開始日と同日を入力 

⑤クリック 

◆生活保護の資格開始日◆ 

その生活保護の資格が有効になる日のことです。 

保険資格を喪失した日から生活保護を使用します

ので、①と同じ日付を指定します。 

 

②生活保護の資格開始日を入力 
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⑤ 「特健・薬剤情報の提供」に患者様が同意していると、当該情報が読み込まれます。 

続いて、更新された患者原簿が表示されます。 

原簿に情報が取り込まれたことを確認してください。 

取り込まれた「生活保護（医療扶助）情報」欄の「公費負担者番号」をクリックして 

選択してください（背景がオレンジの状態にしてください） 
※交付番号についても、オンライン資格確認システム上に情報があれば反映されます。 

不明な場合は福祉事務所までご確認ください。 
（レセプトは「公費負担者番号」「公費受給者番号」だけでも作成されますが、 
請求上問題がないかどうかは、支払基金までご相談ください。） 

⑥ 「オン資取込情報」をクリックします。 

表示された情報の中から「本人支払額（自己負担額）」を確認します。 

※「0」以外の内容が表示されている場合は、手順⑧での登録が必要になります 

※「オン資取込情報」は、マイナで資格確認で情報を取得している場合のみ、 

後日でも確認することが可能です。 

⑦ オン資取込情報を「キャンセル」で閉じます。 

「本人支払額（自己負担額）」を設定する場合は、 

取り込んだ公費欄の「詳細情報」欄に手動で登録します。 

  

②クリック 

③（本人支払額を設定する場合） 

「詳細情報」 

＞月上限額設定 

＞右側のグレー部分をクリック 

 

③公費タブ内を
クリックする 
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⑧ 電話番号等マイナンバーカードから取り込みできないものは手入力してください。 

その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。 
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医院様の操作（併用で主保険のみ変更がある場合） 
 ※「顔認証カードリーダーの操作」については、国保・社保の場合と同じです。 

① 「保険資格確認」画面で「マイナで資格確認」をクリックすると、 

左側に旧保険資格情報、右側に新保険資格情報が表示されます。 

背景が 緑色 の箇所が以下のいずれかに該当する場合は、 

保険資格の新規登録が必要です。 

⚫ 保険者番号 
⚫ 被保険者記号 

⚫ 被保険者番号 
⚫ 続柄 

⚫ 詳細情報（負担割合） 

② 生活保護（医療扶助）併用の場合は「公費を確認」をクリックしてください。 

取り込む 
データを選択 

有効期限が空欄の場合がございますが、 

院内患者画面の「オンライン資格確認」欄で 

有効になっていれば問題ございません。 
クリック 



45 
 

③ 医療扶助（生活保護）の情報が表示されます。 

医療扶助の情報は変更がないのであれば、 

「公費1」「公費2」：（共に）「取り込まない」を選択します。 

④ 「更新する」をクリックします。 

 

  

[更新する]で 
取り込む 

社保と生保の情報を 
切り替えて表示 

「公費2」も 
（取り込まない）になっているのを確認 

「公費1」を 
（取り込まない）に変更 
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⑤ 保険資格変更の切り替え日を入力する画面が出ますので、 

保険有効開始等（※下記「切替日 ケース別対象日付」参照）を 

入力し「OK」を押してください。 

 

⑥ 「特健・薬剤情報の提供」に患者様が同意していると、当該情報が読み込まれます。 

続いて、更新された患者原簿が表示されます。 

⑦ その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。  

クリック 

対象日付が不明な場合は、保険者までご確認ください 

◆切替日 ケース別対象日付（マイナで資格確認ver）◆ 

 

切替日は、資格確認書や公費受給者証に記載の以下のような日付を使用します。 

● 保険者番号が変わった場合 

保険有効開始日（画面内青文字） 

● 記号、番号、負担割合、区分など、保険資格の一部が変更になった場合 

来院月の 1 日 ※過去に遡って適用する場合を除く 

 

● 公費が新しく適用になった／公費受給者証が変わった場合  

医院様で当該公費を初めて確認した月の 1 日 

● 公費の適用が終了した場合 

有効期限の終了日の翌日 
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医院様の操作（併用で生活保護のみ変更がある場合） 
 ※「顔認証カードリーダーの操作」については、国保・社保の場合と同じです。 

① 「保険証確認」画面で「マイナで資格確認」をクリックすると、 

左側に旧保険資格情報、右側に新保険資格情報が表示されます。 

 

② 「公費を確認」をクリックします。 

  
クリック 
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③ 医療扶助（生活保護）の情報が表示されます。 

変更対象の「公費 1」に医療扶助の情報を取り込みます。 

④ 「更新する」をクリックします。 

  

クリック 

「公費1」に 
生活保護を取り込みます 

「公費2」は 
（取り込まない）を選択します。 
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⑤ 保険資格変更の切り替え日を入力する画面が出ます。 

「切替日」に表示された日付は変更せず、そのまま「OK」をクリックします。 

  

クリック 
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⑥ 公費資格変更の切り替え日を入力する画面が出ますので、 

「生活保護の資格開始日」を入力し完了を押してください 

 

 

 

⑦ 「特健・薬剤情報の提供」に患者様が同意していると、当該情報が読み込まれます。 

続いて、更新された患者原簿が表示されます。  

クリック 

◆生活保護の資格開始日◆ 

その生活保護の資格が有効になる日のことです。 

生活保護の資格開始日を入力 

◆切替日 ケース別対象日付（マイナで資格確認ver）◆ 

 

切替日は、資格確認書や公費受給者証に記載の以下のような日付を使用します。 

● 保険者番号が変わった場合 

保険有効開始日（画面内青文字） 

● 記号、番号、負担割合、区分など、保険資格の一部が変更になった場合 

来院月の 1 日 ※過去に遡って適用する場合を除く 

 

● 公費が新しく適用になった／公費受給者証が変わった場合  

医院様で当該公費を初めて確認した月の 1 日 

● 公費の適用が終了した場合 

有効期限の終了日の翌日 
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⑧ 原簿に情報が取り込まれたことを確認してください。 

取り込まれた「生活保護（医療扶助）情報」欄の「公費負担者番号」をクリックして 

選択してください（背景がオレンジの状態にしてください） 
※交付番号についても、オンライン資格確認システム上に情報があれば反映されます。 

不明な場合は福祉事務所までご確認ください。 
（レセプトは「公費負担者番号」「公費受給者番号」だけでも作成されますが、 
請求上問題がないかどうかは、支払基金までご相談ください。） 

 

⑨ 「オン資取込情報」をクリックします。 

表示された情報の中から「本人支払額（自己負担額）」を確認します。 

※「0」以外の内容が表示されている場合は、手順⑨での登録が必要になります 

※「オン資取込情報」は、「マイナで資格確認」で情報を取得している場合のみ、 

後日でも確認することが可能です。 

⑩ オン資取込情報を「キャンセル」で閉じます。 

「本人支払額（自己負担額）」を設定する場合は、 

取り込んだ公費欄の「詳細情報」欄に手動で登録します。 

  

②クリック 

③（本人支払額を設定する場合） 

「詳細情報」 

＞月上限額設定 

＞右側のグレー部分をクリック 

 

④公費タブ内を
クリックする 
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⑪ 更新した主保険については、削除を行います。 

下記画像を参考に、手順①～③を操作してください。 

⑫ 電話番号等マイナンバーカードから取り込みできないものは手入力してください。 

その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。  

①「保険」を 
クリック 

②「保険証の削除」を 
クリック 

③「OK」をクリック 
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医院様の操作（社保と生活保護併用に変更） 
※「顔認証カードリーダーの操作」については、国保・社保の場合と同じです。 

① 「保険資格確認」画面で「マイナで資格確認」をクリックすると、 

左側に旧保険資格情報、右側に新保険資格情報が表示されます。 

背景が 緑色 の箇所が以下のいずれかに該当する場合は、 

保険資格の新規登録が必要です。 

⚫ 保険者番号 
⚫ 被保険者記号 

⚫ 被保険者番号 
⚫ 続柄 

⚫ 詳細情報（負担割合） 

 

② 「公費を確認」をクリックしてください。 

 

  

①取り込む 
データを選択 

 
②[公費を確認]クリック 
 
※社保と生保を持っている患者さんだけ 

ボタンが「公費を確認」に変わります。 
一回クリックすると「更新する」になります。 
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③ 生活保護情報が表示されます。 

内容を確認したら「更新する」をクリックします。 
※交付番号についても、オンライン資格確認システム上に情報があれば反映されます。 

不明な場合は福祉事務所までご確認ください。 
（レセプトは「公費負担者番号」「公費受給者番号」だけでも作成されますが、 
請求上問題がないかどうかは、支払基金までご相談ください。） 

 

  

③[更新する]で 
取り込む 

社保と生保の情報を 
切り替えて表示 

「公費2」は 
（取り込まない）を選択します。 

「公費1」に 
生活保護を取り込みます 
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④ （保険資格に変更が生じる場合） 

保険資格変更の切り替え日を入力する画面が出ますので、 

「生活保護の資格開始日」と同日を入力し完了を押してください 

⑤ 公費資格変更の切り替え日を入力する画面が出ますので、 

「生活保護の資格開始日」を入力し完了を押してください 

  

③クリック 

◆生活保護の資格開始日◆ 

その生活保護の資格が有効になる日のことです。 

④と同じ日付を指定します。 

②生活保護の資格開始日と同日を入力 

⑤クリック 

◆生活保護の資格開始日◆ 

その生活保護の資格が有効になる日のことです。 

③と同じ日付を指定します。 

④生活保護の資格開始日を入力 



56 
 

⑥ 「特健・薬剤情報の提供」に患者様が同意していると、当該情報が読み込まれます。 

続いて、更新された患者原簿が表示されます。 

 

⑦ 原簿に情報が取り込まれたことを確認してください。 

取り込まれた「生活保護（医療扶助）情報」欄の「公費負担者番号」をクリックして 

選択してください（背景がオレンジの状態にしてください） 

⑧ 「オン資取込情報」をクリックします。 

表示された情報の中から「本人支払額（自己負担額）」を確認します。 

※「0」以外の内容が表示されている場合は、手順⑨での登録が必要になります 

※「オン資取込情報」は、「マイナで資格確認」で情報を取得している場合のみ、 

後日でも確認することが可能です。 

⑨ オン資取込情報を「キャンセル」で閉じます。 

「本人支払額（自己負担額）」を設定する場合は、 

取り込んだ公費欄の「詳細情報」欄に手動で登録します。 

⑩ 電話番号等マイナンバーカードから取り込みできないものは手入力してください。 

その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。  

②クリック 

③（本人支払額を設定する場合） 

「詳細情報」 

＞月上限額設定 

＞右側のグレー部分をクリック 

 

⑤公費タブ内を
クリックする 



57 
 

医院様の操作（社保と生活保護の両方に変更がある場合） 

※「顔認証カードリーダーの操作」については、国保・社保の場合と同じです。 

⑬ 「保険資格確認」画面で「マイナで資格確認」をクリックすると、 

左側に旧保険資格情報、右側に新保険資格情報が表示されます。 

背景が 緑色 の箇所が以下のいずれかに該当する場合は、 

保険資格の新規登録が必要です。 

⚫ 保険者番号 

⚫ 被保険者記号 
⚫ 被保険者番号 

⚫ 続柄 

⚫ 詳細情報（負担割合） 

⑭ 生活保護（医療扶助）併用の場合は「公費を確認」をクリックしてください。 

取り込む 
データを選択 

有効期限が空欄の場合がございますが、 

院内患者画面の「オンライン資格確認」欄で 

有効になっていれば問題ございません。 

クリック 
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⑮ 医療扶助（生活保護）の情報が表示されます。 

変更対象の「公費 1」に医療扶助の情報を取り込みます。 

⑯ 「更新する」をクリックします。 

  

クリック 

「公費1」に 
生活保護を取り込みます 

「公費2」は 
（取り込まない）を選択します。 
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⑰ 保険資格変更の切り替え日を入力する画面が出ますので、 

保険有効開始等（※下記「切替日 ケース別対象日付」参照）を 

入力し「OK」を押してください。 

  

クリック 

対象日付が不明な場合は、保険者までご確認ください 

◆切替日 ケース別対象日付（マイナで資格確認ver）◆ 

 

切替日は、資格確認書や公費受給者証に記載の以下のような日付を使用します。 

● 保険者番号が変わった場合 

保険有効開始日（画面内青文字） 

● 記号、番号、負担割合、区分など、保険資格の一部が変更になった場合 

来院月の 1 日 ※過去に遡って適用する場合を除く 

 

● 公費が新しく適用になった／公費受給者証が変わった場合  

医院様で当該公費を初めて確認した月の 1 日 

● 公費の適用が終了した場合 

有効期限の終了日の翌日 
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⑱ 公費資格変更の切り替え日を入力する画面が出ますので、 

「生活保護の資格開始日」を入力し完了を押してください 

⑲ 「特健・薬剤情報の提供」に患者様が同意していると、当該情報が読み込まれます。 

続いて、更新された患者原簿が表示されます。  

クリック 

◆生活保護の資格開始日◆ 

その生活保護の資格が有効になる日のことです。 

保険資格を喪失した日から生活保護を使用します

ので、③と同じ日付を指定します。 

 

生活保護の資格開始日を入力 
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⑳ 原簿に情報が取り込まれたことを確認してください。 

取り込まれた「生活保護（医療扶助）情報」欄の「公費負担者番号」をクリックして 

選択してください（背景がオレンジの状態にしてください） 
※交付番号についても、オンライン資格確認システム上に情報があれば反映されます。 

不明な場合は福祉事務所までご確認ください。 
（レセプトは「公費負担者番号」「公費受給者番号」だけでも作成されますが、 
請求上問題がないかどうかは、支払基金までご相談ください。） 

21 「オン資取込情報」をクリックします。 

表示された情報の中から「本人支払額（自己負担額）」を確認します。 

※「0」以外の内容が表示されている場合は、手順⑩での登録が必要になります 

※「オン資取込情報」は、「マイナで資格確認」で情報を取得している場合のみ、 

後日でも確認することが可能です。 

22 オン資取込情報を「キャンセル」で閉じます。 

「本人支払額（自己負担額）」を設定する場合は、 

取り込んだ公費欄の「詳細情報」欄に手動で登録します。 

23 電話番号等マイナンバーカードから取り込みできないものは手入力してください。 

その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。 

②クリック 

③（本人支払額を設定する場合） 

「詳細情報」 

＞月上限額設定 

＞右側のグレー部分をクリック 

 

①公費タブ内を 
クリックする 
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資格確認書で毎月の保険を確認する場合 

① 院内患者で、確認を行いたい患者さんを選択し、保険証確認欄を W クリック、 

もしくはＦ４保険証確認ボタンをクリックします。 

 

  

 

F4 保険証確認もしくは

ここをダブルクリック 
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② 保険証確認ウィンドウが開くので内容を確認し 

 保険証で資格確認 ボタンをクリックします。 

※ 保険資格が変更になった場合は、 
次ページ「保険資格変更（マイナンバーカードなし）」の手順を 
確認してください。 

  

クリック 
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③ 「現在の情報（左欄）」「オンライン資格確認（右欄）」を 

比較して頂き、違いがないことを確認してください。 

特に更新する箇所がなければ、 キャンセル（更新しない）を選択してください 

 

④ 原簿を閉じて終了します。 

 

クリック 
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保険資格変更（マイナンバーカードなし） 
 

資格確認書を持参された場合の資格確認方法について説明します。 

操作方法は、変更内容によって分岐しますので、該当するページを参照してください。 

（緑枠の項目をクリックすると、対象のページを参照できます） 

  

 

※ 来院当日に、 

生活保護の資格情報を 

確認出来なかった場合でも 

月末に 

「生保資格情報一覧（P107）」

から 

情報取得出来る場合があります 

「キャンセル」で 

進める 

（「公費を確認」が押せるときは必ず押す） 

医院様の操作 

（生活保護のみに変わった／生保単独で更新する場合） 

P70 

医院様の操作 
（併用で主保険のみ
変更がある場合） 

P72 

医院様の操作 
（併用で生保のみ 
変更がある場合） 

P76 

医院様の操作 
（社保と生活保護 

併用に変更） 
P82 

医院様の操作 
（社保と生活保護 

両方に変更がある場合） 
P87 

or 
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医院様の操作（国保／社保の場合） 

① 院内患者で、保険資格変更を行いたい患者さんを選択し、保険証確認欄をW クリ

ック、もしくはF4 保険証確認 をクリックします。 
 

 

② 保険証確認ウィンドウが開くので内容を確認します。 

この時、持参された資格確認書と、 

画面内の保険資格（現在の保険証情報）を比較し、 

変更点がある場合は、 保険証変更 をクリックします。 

 

  

 

F4 保険証確認もしくは

ここをダブルクリック 

クリック 

目視確認 
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③ 内容が変更になった箇所を直接編集します。 
（例 保険者番号が変更になった） 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 一度保存した情報を上書きした場合、 

以下の画面が表示されることがあります。 

①を選択し、 OK を押します。 

（この画面が出なければ、手順⑥に進んでください） 

 

 

  

 Back Space キーで消し、 

 Enter キーを押してください 

① 

② 

③ 

こちらの選択肢を誤ると、 

「過去の会計日付にも上書き後の保険資格を適用させる」ことになり、 

過去の会計やレセプトがおかしくなってしまうことがあります。 
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⑤ 保険資格変更の切り替え日を入力する画面が出ますので、 
保険有効開始等（※下記「切替日 ケース別対象日付」参照）を 
入力し完了を押してください。 

 

⑤保険有効開始等を入力 

⑥クリック 

◆切替日 ケース別対象日付（保険証で資格確認ver）◆ 

 

切替日は、資格確認書や公費受給者証に記載の以下のような日付を使用します。 

● 保険者番号が変わった場合 

資格確認書：適用開始日・資格取得日・認定年月日など 

（発行元によって表現が違います） 

（オン資：保険有効開始日） 

● 記号、番号、負担割合、区分など、資格確認書の情報の一部が変更になった

場合 

来院月の 1 日 ※過去に遡って適用する場合を除く 

 

● 公費が新しく適用になった／公費受給者証が変わった場合  

医院様で当該公費を初めて確認した月の 1 日 

● 公費の適用が終了した場合 

有効期限の終了日の翌日 
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⑥ 「更新する」をクリックします。 

 

⑦ その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。 

  

有効期限が空欄の場合がございますが、 

院内患者画面の「オンライン資格確認」欄で 

有効になっていれば問題ございません。 

クリック 

右に緑色の箇所がある場合 
「上書き」をクリックし、修正したい箇所の

チェックを入れます。 

「更新する」をクリックすると反映します。 

上書きしたい情報のみ 
チェックをつける 
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医院様の操作 
（生活保護のみに変わった／生保単独で更新する場合） 

① 「保険資格確認」画面で「保険証で資格確認」をクリックすると、 

左側に旧保険資格情報、右側に新保険資格情報が表示されます。  
 
※「保険証で資格確認」後、すぐに公費の情報が表示される場合は 

患者様の保険資格が「生活保護のみ」であることを意味します。 
 
現在の公費の登録の有無にかかわらず、公費１に生活保護の番号が表示されます。 
※生活保護になると市町村助成などの公費はなくなります。 
 

「更新する」をクリックします。 
※交付番号についても、オンライン資格確認システム上に情報があれば反映されます。 

不明な場合は福祉事務所までご確認ください。 
（レセプトは「公費負担者番号」「公費受給者番号」だけでも作成されますが、 
請求上問題がないかどうかは、支払基金までご相談ください。）  

クリック 

「公費1」に 
生活保護を取り込みます 

次に表示される画面の「切替日」に
該当します 

「公費2」は 
（取り込まない）を選択します。 
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② 保険資格変更の切り替え日を入力する画面が出ますので、 

「生活保護の資格の開始日」と同日を入力し完了を押してください 

（元々生保単独の場合、こちらの画面は出ません。手順④に進みます） 

 

③ 公費資格変更の切り替え日を入力する画面が出ますので、 

「生活保護の資格の開始日」を入力し完了を押してください 

④ その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。 

  

クリック 

◆生活保護の資格開始日◆ 

その生活保護の資格が有効になる日のことです。 

同日から保険資格は喪失していることに 

なりますので、②と同じ日付を指定します。 

①生活保護の資格開始日と同日を入力 

クリック 

◆生活保護の資格開始日◆ 

その生活保護の資格が有効になる日のことです。 

保険資格を喪失した日から生活保護を使用します

ので、①と同じ日付を指定します。 

 

②生活保護の資格開始日を入力 
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医院様の操作（併用で主保険のみ変更がある場合） 

① 院内患者で、保険資格変更を行いたい患者さんを選択し、保険証確認欄をW クリ

ック、もしくはF4 保険証確認 をクリックします。 
 

 

② 保険証確認ウィンドウが開くので内容を確認します。 

この時、持参された資格確認書と、 

画面内の保険資格（現在の保険証情報）を比較し、 

変更点がある場合は、 保険証変更 をクリックします。 

 

  

 

F4 保険証確認もしくは

ここをダブルクリック 

クリック 

目視確認 
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③ 内容が変更になった箇所を直接編集します。 
（例 保険者番号が変更になった） 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 一度保存した情報を上書きした場合、 

以下の画面が表示されることがあります。 

①を選択し、 OK を押します。 

（この画面が出なければ、手順⑥に進んでください） 

 

 

  

 Back Space キーで消し、 

 Enter キーを押してください 

① 

② 

③ 

こちらの選択肢を誤ると、 

「過去の会計日付にも上書き後の保険資格を適用させる」ことになり、 

過去の会計やレセプトがおかしくなってしまうことがあります。 
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⑤ 原簿に登録した内容が正しければ、オンライン資格確認の画面の背景は 

白い状態です。 

背景が緑色の箇所を上書き修正したい場合は「上書き」ボタンをクリックし、 

上書きする箇所にチェックを入れてください。 

 

⑥ 「公費を確認」をクリックします。 

 

  

上書きしたい情報のみ 
チェックをつける 

右に緑色の箇所がある場合 
「上書き」をクリックし、修正したい箇所の

チェックを入れます。 

「更新する」をクリックすると反映します。 

有効期限が空欄の場合がございますが、 

院内患者画面の「オンライン資格確認」欄で 

有効になっていれば問題ございません。 クリック 
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⑦ 医療扶助（生活保護）の情報が表示されます。 

医療扶助の情報は変更がないのであれば、 

「公費1」「公費2」：（共に）「取り込まない」を選択します。 

⑧ 「更新する」をクリックします。 

 

⑨ その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。 

  

[更新する]で 
取り込む 

社保と生保の情報を 
切り替えて表示 

「公費2」も 
（取り込まない）になっているのを確認 

「公費1」を 
（取り込まない）に変更 
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医院様の操作（併用で生活保護のみ変更がある場合） 

① 院内患者で、保険資格変更を行いたい患者さんを選択し、保険証確認欄をW クリ

ック、もしくはF4 保険証確認 をクリックします。 
 

 

② 保険証確認ウィンドウが開くので内容を確認します。 

この時、持参された資格確認書と、 

画面内の保険資格（現在の保険証情報）を比較し、 

主保険に変更がない場合は、 保険証で資格確認 をクリックします。 

 

  

 

F4 保険証確認もしくは

ここをダブルクリック 

クリック 

目視確認 
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③ 「公費を確認」をクリックします。 

  
クリック 
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④ 医療扶助（生活保護）の情報が表示されます。 

変更対象の「公費 1」に医療扶助の情報を取り込みます。 
※交付番号についても、オンライン資格確認システム上に情報があれば反映されます。 

不明な場合は福祉事務所までご確認ください。 
（レセプトは「公費負担者番号」「公費受給者番号」だけでも作成されますが、 
請求上問題がないかどうかは、支払基金までご相談ください。） 

⑤ 「更新する」をクリックします。 

  

クリック 

「公費1」に 
生活保護を取り込みます 

「公費2」は 
（取り込まない）を選択します。 
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⑥ 保険資格変更の切り替え日を入力する画面が出ます。 

「切替日」に表示された日付は変更せず、そのまま「OK」をクリックします。 

  

クリック 
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⑦ 生活保護資格変更の切り替え日を入力する画面が出ますので、 

「医療扶助（生活保護）の開始日」を入力し完了を押してください 

 

クリック 

◆生活保護の資格開始日◆ 

その生活保護の資格が有効になる日のことです。 

保険資格を喪失した日から生活保護を使用します

ので、④と同じ日付を指定します。 

 

生活保護の資格開始日を入力 
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⑧ 更新した主保険については、削除を行います。 

下記画像を参考に、手順①～③を操作してください。 

⑨ その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。  

①「保険」を 
クリック 

②「保険証の削除」を 
クリック 

③「OK」をクリック 
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医院様の操作（社保と生活保護併用に変更） 

① 院内患者で、保険資格変更を行いたい患者さんを選択し、 

保険証確認欄をW クリック、もしくはF4 保険証確認 をクリックします。 
 

 

② 保険証確認ウィンドウが開くので内容を確認します。 

この時、持参された資格確認書と、 

画面内の保険資格（現在の保険証情報）を比較し、 

変更点がある場合は、 保険証変更 をクリックします。 

 

  

 

F4 保険証確認もしくは

ここをダブルクリック 

クリック 

目視確認 
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③ 内容が変更になった箇所を直接編集します。 
（例 保険者番号が変更になった） 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 一度保存した情報を上書きした場合、 

以下の画面が表示されることがあります。 

①を選択し、 OK を押します。 

（この画面が出なければ、手順⑥に進んでください） 

 

 

  

 Back Space キーで消し、 

 Enter キーを押してください 

① 

② 

③ 

こちらの選択肢を誤ると、 

「過去の会計日付にも上書き後の保険資格を適用させる」ことになり、 

過去の会計やレセプトがおかしくなってしまうことがあります。 
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⑤ 原簿に登録した内容が正しければ、オンライン資格確認の画面の背景は 

白い状態です。 

背景が緑色の箇所を上書き修正したい場合は「上書き」ボタンをクリックし、 

上書きする箇所にチェックを入れてください。 

⑥ 「公費を確認」をクリックしてください。 

 

  

右に緑色の箇所がある場合 
「上書き」をクリックし、修正したい箇所の

チェックを入れます。 

「更新する」をクリックすると反映します。 

有効期限が空欄の場合がございますが、 

院内患者画面の「オンライン資格確認」欄で 

有効になっていれば問題ございません。 クリック 

上書きしたい情報のみ 
チェックをつける 
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⑦ 生活保護情報が表示されます。 

内容を確認したら「更新する」をクリックします。 
※交付番号についても、オンライン資格確認システム上に情報があれば反映されます。 

不明な場合は福祉事務所までご確認ください。 
（レセプトは「公費負担者番号」「公費受給者番号」だけでも作成されますが、 
請求上問題がないかどうかは、支払基金までご相談ください。） 

  

③[更新する]で 
取り込む 

社保と生保の情報を 
切り替えて表示 

「公費2」は 
（取り込まない）を選択します。 

「公費1」に 
生活保護を取り込みます 
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⑧ 保険資格変更の切り替え日を入力する画面が出ますので、 

「生活保護の資格開始日」と同日を入力し完了を押してください 

⑨ 公費資格変更の切り替え日を入力する画面が出ますので、 

「生活保護の資格開始日」を入力し完了を押してください 

⑩ その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。  

クリック 

◆生活保護の資格開始日◆ 

その生活保護の資格が有効になる日のことです。 

保険資格を喪失した日から生活保護を使用します

ので、④と同じ日付を指定します。 

 

生活保護の資格開始日を入力 

クリック 

◆生活保護の資格開始日◆ 

その生活保護の資格が有効になる日のことです。 

同日から保険資格は喪失していることに 

なりますので、⑤と同じ日付を指定します。 

生活保護の資格開始日と同日を入力 
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医院様の操作（社保と生活保護の両方に変更がある場合） 

① 院内患者で、保険資格変更を行いたい患者さんを選択し、 

保険証確認欄をW クリック、もしくはF4 保険証確認 をクリックします。 
 

 

② 保険証確認ウィンドウが開くので内容を確認します。 

この時、持参された資格確認書と、 

画面内の保険資格（現在の保険証情報）を比較し、 

変更点がある場合は、 保険証変更 をクリックします。 

 

  

 

F4 保険証確認もしくは

ここをダブルクリック 

クリック 

目視確認 
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③ 内容が変更になった箇所を直接編集します。 
（例 保険者番号が変更になった） 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 一度保存した情報を上書きした場合、 

以下の画面が表示されることがあります。 

①を選択し、 OK を押します。 

（この画面が出なければ、手順⑥に進んでください） 

 

 

  

 Back Space キーで消し、 

 Enter キーを押してください 

① 

② 

③ 

こちらの選択肢を誤ると、 

「過去の会計日付にも上書き後の保険資格を適用させる」ことになり、 

過去の会計やレセプトがおかしくなってしまうことがあります。 
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⑤ 原簿に登録した内容が正しければ、オンライン資格確認の画面の背景は白い状態です。 

背景が緑色の箇所を上書き修正したい場合は「上書き」ボタンをクリックし、 

上書きする箇所にチェックを入れてください。 

 

⑥ 「公費を確認」をクリックします。 

 

  

有効期限が空欄の場合がございますが、 

院内患者画面の「オンライン資格確認」欄で 

有効になっていれば問題ございません。 
クリック 

右に緑色の箇所がある場合 
「上書き」をクリックし、修正したい箇所の

チェックを入れます。 

「更新する」をクリックすると反映します。 

上書きしたい情報のみ 
チェックをつける 



90 
 

⑦ 医療扶助（生活保護）の情報が表示されます。 

変更対象の「公費 1」に医療扶助の情報を取り込みます。 
※交付番号についても、オンライン資格確認システム上に情報があれば反映されます。 

不明な場合は福祉事務所までご確認ください。 
（レセプトは「公費負担者番号」「公費受給者番号」だけでも作成されますが、 
請求上問題がないかどうかは、支払基金までご相談ください。） 

⑧ 「更新する」をクリックします。 

  

クリック 

「公費1」に 
生活保護を取り込みます 

「公費2」は 
（取り込まない）を選択します。 
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⑨ 生活保護の切り替え日を入力する画面が出ますので、 

「生活保護の資格開始日」を入力し完了を押してください 

⑩ その後は必要に応じて印刷等を行い、原簿を閉じて終了します。 

クリック 

◆生活保護の資格開始日◆ 

その生活保護の資格が有効になる日のことです。 

生活保護の資格開始日を入力 
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有効期限が延長・枝番だけ追加（上書き機能について） 

 

有効期限のみ延長、枝番のみ追加の場合は、上書きをしてください。 

① オンライン資格確認に該当患者様が表示されたら、上書きをクリックしてください。 

② チェックボックスが表示されますので、上書きしたい情報のみチェックをつけてく

ださい。 

（今回の場合は、保険資格有効期限と、枝番のみにチェック） 

③ 更新するをクリックで、上書きされます。 

 

クリック 

上書きしたい情報のみ 
チェックをつける 

クリック 
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保険資格未確認で10割請求、 

後日返金のため、保険資格登録を行う場合 

【マイナンバーカードの場合】 

新患登録時、マイナンバーカードも資格確認書も忘れ、10 割で登録。 

後日返金する場合、 

マイナンバーカードで保険資格を登録するときの操作方法です。 
 

①  保険証確認  ＞  保険証変更  と進みます。 

②  マイナで資格確認 をクリックすると、 

左側が空欄、右側がマイナで取得した保険資格情報が表示されます。 

表示された情報を、 上書き  、 更新する をクリックして取り込みます。 

（ 公費を確認 が表示された場合は、そちらをクリックしてください） 

 
 

 

  

➀クリック 

②クリック 
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【資格確認書の場合】 

新患登録時、マイナンバーカードも資格確認書も忘れ、10 割で登録して、 

後日返金する場合、 

資格確認書で保険資格を登録するときの操作方法です。 
 

①  保険証確認  ＞  保険証変更  と進みます。 

② 資格確認書忘れ時に登録した白紙の保険タブに対して、 

直接『保険者番号』を入力します。 

 

③ 一度保存した情報を上書きした場合、以下の画面が表示されます。 

今回は③を選択し、 OK を押します。 

 

④ 『被保険者番号』『被保険者記号』を入力します。 

  

① 

② 

③ 
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⑤  保険証で資格確認 をクリックすると、 

左側に原簿情報、右側にオンライン資格確認から取得した 

保険資格情報が表示されます。 

入力済みの情報と違っている箇所がある場合は、 

 上書き  、 更新する をクリックして取り込みます。 

⑥ 必要なら頭書きの印刷などを行い、 患者終了 をクリックします。 

  

➀クリック 

②クリック 
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【返金しない場合】 

「月内にマイナンバーカード・資格確認書の持参がないまま、翌月になってしまった」などの理由で、 

受診した月のその月の１０割会計をそのままにする場合、 

該当期間は【白紙保険タブ】としての登録が必要です。 

 

月を跨いで新しいマイナンバーカード・資格確認書の持参があった場合は、 

空白の保険タブは削除せず、新たなタブで保険資格の登録を行ってください。 

『保険証で資格確認』、『マイナで資格確認』から、新規保険資格としての登録を行います。 

保険資格変更については「10.保険資格確認・変更」を参照してください。 

※この場合、過剰金は発生しません 
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ほかの患者様のデータと紐づけてしまったとき 

 

間違った資格情報を登録してしまった場合は、照会番号を削除します。 

 

① 患者様の患者原簿を開きます。 
上部のファイルメニューから「患者診療オプション」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「患者連動キー」をクリックして「オンライン資格確認」をクリックします。 
「照会番号の削除」をクリックして「未登録」の状態にしてOKで画面を閉じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

クリック 

①クリック 

②クリック 

③クリック 

未登録の状態にします 

 

クリックして画面を

閉じます 
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③ 「マイナで資格確認」をクリックして正しい患者さんを選択します。 
「上書き」をクリックして間違えて登録した患者さんの情報を上書きして訂正します。 
登録内容を確認して、患者終了で保存します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

クリックして正しい患者様の

データを登録してください 
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ほかの患者様に登録してデータが消えてしまったとき 

 

「更新する」を選択してしまうとデータは消えてしまいます。 

間違って使われてしまった患者様にもう一度顔認証を行っていただくか、 

以下の手順でオンライン資格確認端末の画面上で保険情報を確認して登録してください。 

 

① オンライン資格確認端末の画面を表示させます。 
（切替器、リモートデスクトップ、Ctrlキーを2回押す、など医院によって操作が異なり
ます） 

 

② デスクトップにある「オンライン資格確認システム」のショートカットをダブルクリッ
クして開きます。 

 

※ 以下は「オンライン資格確認等システム」操作マニュアルからの抜粋です 
マニュアルは医療機関等向け総合ポータルサイトの「「手順書・マニュアル」の一覧」
よりダウンロードできます 
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両方の枠内に、カレンダーか

ら本日の日付を選択します。 

「資格確認区分」でマイナン

バーの患者様だけを絞り込む

ことができます。 

 [検索] をクリックすると、

本日照会した患者さんのリス

トが表示されます 

画面をスクロールして患者さんを探し、

[詳細] をクリックします。 
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保険情報を患者原簿に入力して

ください。 
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目視モードで確認する 

 

以下のような場合は、医療機関等職員が顔認証付きカードリーダーを目視確認モードに切り替えて、

医療機関のスタッフが目視で患者様を確認することにより資格確認が行えます。 

 

・顔認証がうまくいかず、かつ患者本人が暗証番号を忘れてしまった（または暗証番号を 3 回

連続で間違えてロックがかかった）場合 

・患者ご本人が認知症・障害等により、顔認証や暗証番号の入力操作がうまくできない場合 

・体調、状況が悪化して、顔認証や暗証番号の入力操作がうまくできない場合 

・機械のトラブル等で顔認証や暗証番号の入力操作が出来ない場合 

 

※事前に目視確認用パスコードの発行が必要です。 

 

※ 以下は「オンライン資格確認等システム」操作マニュアルからの抜粋です 
マニュアルは医療機関等向け総合ポータルサイトの「「手順書・マニュアル」の一覧」
よりダウンロードできます 
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各種ボタン・機能について 
 

院内患者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一括照会申請 

一括照会申請は、院内患者に登録した患者さん、もしくはアポイント

帳に登録のある患者さんの保険情報の照会を一括でかけることので

きるボタンです。 

 

 

 

一括照会結果

取得 

一括照会申請を実施した結果を取得するためのボタンです。 

 

 

 

単件照会 

院内患者でカーソルのあった患者さんの原簿に登録されている保険

資格情報が有効なものか確認することができます。 

通常は院内患者の追加時に、自動で反映する仕組みとなっていますの

で、エラー発生時などに利用することで、エラーが改善します。 

また、患者さんごとの限度額情報についてもこのボタンから取得する

ことができます。 

（患者さんに、限度額情報を取得することに対し、同意をもらうこと 

が前提です） 
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生保資格情報一覧 

福祉事務所がオンライン資格確認に登録した生保患者の情報を表示します。 

受診当日の確認と併せてご活用ください。  

 

生保申請 

福祉事務所が登録した生保患者の情報申請を行います。 

申請時に、対象診療年月を指定出来ます。 

生保結果 

取得 

「生保申請」で申請した、福祉事務所が登録した患者の「生保結果取得」を 

行います。 

※「生保申請」後、少し時間を空けてお試しください。 

※ 特定健診・薬剤情報等の情報は取得できません。 

結果を取得

したら… 

取得した生保資格情報は、 

「マイナで資格確認」から取り込むことが出来ます。 

※具体的な操作手順は「保険資格変更（マイナンバーカードあり）」参照 

※ 

受診当日に生保資格の情報確認が出来ず、 

自己負担金額が発生していたことが後から発覚した場合、未収金が発生します。 

「当該患者様の来院予定がなく、領収が難しい」などの対応に関しては、 

福祉事務所までご相談ください。 
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患者原簿 

 

 

 

 

 

 

保険証で

資格確認 

原簿に登録された保険資格情報が使えるものか確認できます。 

保険資格変更後は、このボタンを押して、登録に問題がないか確認を

行ってください。 

また、患者さんごとの限度額情報についてもこのボタンから取得する

ことができます。 

（患者さんに、限度額情報を取得することに対し、同意をもらうこと 

が前提です） 

 

 

 

マイナで

資格確認 

マイナンバーカードで保険資格確認をする場合に利用します。 

 

 

 

オン資

公費 OCR 

公費 OCR 機能をオプション利用される場合に使用します。 

※アルメックス社の顔認証端末をご利用の場合のみ 
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マウスのカーソルを端に合わせ、
この状態にして上に引っ張る 

マイナで資格確認後、患者様のお名前が表示されない場合 
 

読み取った患者様が出てこない場合、ウィンドウが小さくなっている可能性がございます。ウ

ィンドウの端にマウスのカーソルを合わせて、 

クリックしながら上に引っ張り拡大すると表示されます。 
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One.Perio 

iPad で特定健診や薬剤情報を確認したい場合は、下記ボタンから確認します。 

初期パスワードは「0000」です。パスワードを変更したい場合はお問い合わせください。 

 

  

②タップ 

 
① パスワード入力

初期パスワードは 

「0000」 
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オンライン資格確認のパソコンはつけたままを推奨します 
 

 
理由としては 

 

1. 顔認証リーダーのメーカーによっては、オンライン資格確認PCと顔認証カードリーダーの起動順序

が重要になるため、常時電源が入っている状態ならば、起動順序を気にする必要がなくなります。 

一部メーカー（確認できているFUJITSU）はカードリーダーが完全に起動している状態になってか

らオン資PCを起動させなければカードリーダーを使うことができません。 

 

2. 常時電源を入れておくことで配信サーバーの起動時間が長いためプログラムの最新版があればすぐ

にダウンロードされます。電源を入れたままの場合は朝４時に自動再起動がかかり反映されます。 

 

 

※オン資PCの電源を切っても問題はないですが、電源のつけ忘れや、カードリーダーとの連携に時間が

かかる場合がございます。よって特に問題が無ければ常時電源を入れたままの運用を推奨します。 

 

 

 

 


